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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも複数の医用検査システムにより取得された医療に関する資料群から少なくと
も診療名及び治療の進行状態に関連付けられた検索条件に基づいて資料を選定する資料選
定部と、
　前記資料を表示するための表示部と、
　前記資料選定部により選定された複数の前記資料のうち前記表示部に表示する前記資料
とその表示位置とを決定し、この決定に基づき前記表示部に前記資料を表示させる資料組
合せ部と、
　前記治療を進める推奨順序や医用カンファレンスの実施時に少なくとも前記資料群のデ
ータから取捨選択された前記資料のデータに対する前記医用カンファレンスの実施の履歴
情報を保存する履歴保存部と、
を具備し、
　前記資料選定部は、前記履歴保存部により保存された前記履歴情報を参照して前記資料
群のデータから少なくとも前記診療名及び前記治療の進行状態に関連する前記医用カンフ
ァレンスに必要な複数の前記資料のデータを選定し、
　前記資料組合せ部は、前記資料選定部により選定された前記複数の資料のデータのうち
前記履歴情報を参照して前記表示部に表示する前記資料のデータと前記表示位置とを決定
し、この決定された前記表示位置に前記資料のデータを表示する、
ことを特徴とするカンファレンス資料自動選定装置。
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【請求項２】
　前記少なくとも複数の医用検査システムにより取得された前記資料群のデータを保存す
る資料データベースを有し、
　前記資料データベースには、少なくとも前記診療名、前記診療名毎の前記治療の進行状
態、前記治療の進行状態別に選定された前記医用検査システムに関する第１の情報と、前
記資料を前記表示部に表示するときの前記表示位置を示す第２の情報とが保存される、
ことを特徴とする請求項１記載のカンファレンス資料自動選定装置。
【請求項３】
　前記履歴保存部は、前記履歴情報として少なくとも前記診療名、前記治療の進行状態、
前記医用カンファレンスの実施日、前記医用検査システム、検査の種類、前記検査の部位
、前記検査の日、前記資料の元情報の参照の有無、前記元情報の参照時間を保存すること
を特徴とする請求項１記載のカンファレンス資料自動選定装置。
【請求項４】
　前記資料選定部は、前記治療の進行状態として少なくともスクリーニング、入院時、手
術直前、手術直後、経過観察時、退院時を有することを特徴とする請求項１記載のカンフ
ァレンス資料自動選定装置。
【請求項５】
　前記資料組合せ部は、少なくとも診療科、担当医師、前記診療名又は前記治療の進行状
態に応じて前記表示部に表示する前記資料の前記表示位置を決定することを特徴とする請
求項１記載のカンファレンス資料自動選定装置。
【請求項６】
　前記資料選定部により選定される前記資料は、前記医用検査システムにより取得された
医用画像データを含み、
　前記資料組合せ部は、前記資料選定部により選定された前記資料に含む前記医用画像デ
ータを予め設定された前記表示部の表示画面上における前記表示位置に従って前記表示部
の前記表示画面上の各表示領域別に表示する、
ことを特徴とする請求項１記載のカンファレンス資料自動選定装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医師が患者の治療方針を決定するための医用カンファレンスを実施するとき
に円滑な議論を進行するため医用カンファレンスの実施前に必要な資料を選定するに用い
るカンファレンス資料自動選定装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　患者に対する診断や治療方針の策定は、予め収集された医療情報に基づいて複数の医師
による医用カンファレンスによって行われる。カンファレンス対象の患者の担当医師は、
カンファレンスに先立って、その患者に対して作成された患者カルテ、診断レポート、医
用画像データが撮影されたフィルム、生理検査データ、更には検体検査データなどの医療
情報を各専門部門から収集し、これら収集した医療情報に基づいてカンファレンス用の資
料を作成しなければならない。
【０００３】
　これら患者カルテや診断レポート、医用画像データ等の医療情報の収集は、複数の医用
検査システム、例えば電子カルテを保存する電子カルテサーバや、読影レポートを保存す
る読影レポートサーバ、Ｘ線ＣＴ装置、ＭＲＩ装置等の医用検査システムにより取得され
た画像データを保存する検査画像サーバ、血液の検査結果や心電図等の情報を保存する情
報サーバ等からそれぞれサーバ別に、患者の医用カンファレンスに必要な医療情報を担当
医師の経験を基に選別して収集している。そして、担当医師は、選定した医療情報の電子
資料やこの電子資料をプリントアウトした用紙、フィルム資料等を良い用意し、これらの
内容を確認した上で医用カンファレンスに臨んでいる。
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【０００４】
　患者の医用カンファレンスに必要な医療情報の収集の技術としては、例えば特許文献１
、２がある。特許文献１は、医用カンファレンスの対象である患者を選択し、この選択さ
れた患者の医用データを読み出してプレゼンテーション画面を作成し、このプレゼンテー
ション画面に患者に対して行われた複数の検査項目を検査タグとして時系列的に表示し、
これらの検査タグを選択して所定検査の画像データを表示し、これら画像データから選択
した所望の画像データをプレゼンテーションデータとして登録することを開示する。
【０００５】
　特許文献２は、画像の記録、検索及び再生に加え、患者のプロフィールデータや、検査
の予約情報、結果情報等を管理可能な医用画像ファイリングシステムに関し、医師の所見
やレポート情報といった検査にまつわる各種情報を患者情報や画像とともに管理すること
を開示する。
【０００６】
　医用カンファレンスでは、患者カルテ、診断レポート、医用画像データが撮影されたフ
ィルム、生理検査データ、更には検体検査データなどの医療情報を各専門部門から収集す
るために、その取り扱う資料は多彩である。このため、電子カルテサーバや読影レポート
サーバ、検査画像サーバ、情報サーバ等や資料の保管場所等からそれぞれ医用カンファレ
ンスに必要な医療情報を探し出すことに多大な時間を要している。このような医療情報の
収集の状況であることからプレゼンテーション資料の事前作成には、多大の時間と労力と
を必要とした。
【０００７】
　医用カンファレンスに必要な医療情報が収集できなかった場合や、医師としての経験が
少なくて医用カンファレンスに必要な医療情報を収集し忘れる場合もある。このような場
合、医用カンファレンスの実施時に目的とする患者に対する診断や治療方針の結論が出せ
ず、再度、医用カンファレンスを実施することもある。又、医用カンファレンス実施中に
、同席の医師から準備されていない別の資料を参照したいとの提示を受けた場合には、直
ぐに別の資料を探し出して参照することができず、別の資料の提示に時間が掛かったり、
別の資料を提示できないこともある。
【０００８】
　特許文献１は、医用カンファレンスの対象である患者に対して行われた複数の検査項目
の各画像データから選択した所望の画像データをプレゼンテーションデータとして登録す
るので、医用カンファレンス実施中に、同席の医師から準備されていない別の資料を参照
したいとの提示を受けた場合、直ぐに別の資料を探し出して参照することができない。特
許文献２は、医師の所見やレポート情報といった検査にまつわる各種情報を患者情報や画
像とともに管理するもので、患者の医用カンファレンスに必要な医療情報を収集するもの
でない。
【特許文献１】特開２００５－４３９５１号公報
【特許文献２】特開２００２－７３６１５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の目的は、円滑な議論を進行するため必要な少なくとも診療名及び治療の進行状
態に関連する資料を過不足なく収集できるカンファレンス資料自動選定装置を提供するこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の請求項１に記載のカンファレンス資料自動選定装置は、少なくとも複数の医用
検査システムにより取得された医療に関する資料群から少なくとも診療名及び治療の進行
状態に関連付けられた検索条件に基づいて資料を選定する資料選定部と、資料を表示する
ための表示部と、資料選定部により選定された複数の資料のうち表示部に表示する資料と
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その表示位置とを決定し、この決定に基づき表示部に資料を表示させる資料組合せ部と、
治療を進める推奨順序や医用カンファレンスの実施時に少なくとも資料群のデータから取
捨選択された資料のデータに対する医用カンファレンスの実施の履歴情報を保存する履歴
保存部とを具備し、資料選定部は、履歴保存部により保存された履歴情報を参照して資料
群のデータから少なくとも診療名及び治療の進行状態に関連する医用カンファレンスに必
要な複数の資料のデータを選定し、資料組合せ部は、資料選定部により選定された複数の
資料のデータのうち履歴情報を参照して表示部に表示する資料のデータと表示位置とを決
定し、この決定された表示位置に資料のデータを表示する。

【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、円滑な議論を進行するため必要な少なくとも診療名及び治療の進行状
態に関連する資料を過不足なく収集できるカンファレンス資料自動選定装置を提供できる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明の一実施の形態について図面を参照して説明する。　
　図１はカンファレンス資料自動選定装置の構成図を示す。このカンファレンス資料自動
選定装置は、例えば病院等の医療機関に設置される。このカンファレンス資料自動選定装
置は、カンファレンス情報管理装置１とカンファレンス表示端末２とから成る。これらカ
ンファレンス情報管理装置１とカンファレンス表示端末２とには、それぞれ院内のローカ
ルエリアネットワーク（ＬＡＮ）３を介してサーバ群４が接続されている。
【００１３】
　このサーバ群４は、例えば電子カルテサーバ５や読影レポートサーバ６、検査画像サー
バ７、情報サーバ８等から成る。電子カルテサーバ５は、患者の病状や投薬等の情報を記
録した電子カルテを保存するもので、当該患者の例えばＣＴ画像やＭＲＩ画像等の画像デ
ータも保存可能である。読影レポートサーバ６は、読影医により患者の例えばＣＴ画像や
ＭＲＩ画像等の画像を観察したときの所見情報を記述した読影レポートデータを保存する
。検査画像サーバ７は、例えばＸ線ＣＴ装置やＭＲＩ装置、消化器系診断用や循環器系診
断用等の医用Ｘ線装置、超音波診断装置などの各医用検査システムの撮影により取得され
た各画像データを保存する。情報サーバ８は、例えば血液や尿等の体液の検査結果の情報
や心電計により計測された患者の心電図情報等を保存する。
【００１４】
　カンファレンス情報管理装置１は、サーバ群４に備えられる例えば電子カルテサーバ５
や読影レポートサーバ６、検査画像サーバ７、情報サーバ８等に対してアクセス可能な環
境を有する。このカンファレンス情報管理装置１は、電子カルテサーバ５や読影レポート
サーバ６、検査画像サーバ７、情報サーバ８等に対してアクセスし、電子カルテや患者の
画像データ、読影レポートデータ、ＣＴ画像やＭＲＩ画像、超音波画像等の各画像データ
、血液や尿等の体液の検査結果の情報や心電計により計測された患者の心電図情報等の医
療に関する資料群から少なくとも患者の診療名及び患者の治療の進行状態に関連する医用
カンファレンスに必要な複数の資料を選定し、これら選定された資料をカンファレンス表
示端末２の表示画面上に表示する。
【００１５】
　カンファレンス表示端末２は、ディスプレイ９を備える。このカンファレンス表示端末
２は、カンファレンス情報管理装置１により選定された医用カンファレンスに必要な複数
の資料を受け取り、この医用カンファレンスに必要な複数の資料をディスプレイ９に表示
する。
【００１６】
　図２はカンファレンス情報管理装置１及びカンファレンス表示端末２の具体的な構成図
を示す。カンファレンス情報管理装置１は、ＣＰＵ等から成る主制御部１０を有する。こ
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の主制御部１０には、プログラムメモリ１１と、操作部１２と、資料データベース１３と
、送受信部１４とが接続されている。又、主制御部１０は、プログラムメモリ１１に記憶
されているカンファレンス情報管理プログラムを実行することにより資料選定部１５と、
資料組合せ部１６と、履歴保存部１７とを動作させる。
【００１７】
　なお、カンファレンス情報管理プログラムは、サーバ群４における例えば電子カルテサ
ーバ５と、読影レポートサーバ６と、検査画像サーバ７と、情報サーバ８となどにアクセ
スさせ、電子カルテや患者の画像データ、読影レポートデータ、ＣＴ画像やＭＲＩ画像、
超音波画像等の各画像データ、血液や尿等の体液の検査結果の情報や心電計により計測さ
れた患者の心電図情報等の医療に関する資料群から患者の診療名及び患者の治療の進行状
態に関連する医用カンファレンスに必要な複数の資料を選定させ、これら選定させた資料
をカンファレンス表示端末２におけるディスプレイ９の表示画面上に表示させる。
【００１８】
　操作部１２は、例えばキーボードやマウスから成る。この操作部１２は、例えばカンフ
ァレンス対象の患者の担当医師等の操作を受けるもので、サーバ群４に保存されている資
料群から医用カンファレンスに必要な複数の資料を選定させるための操作端末となる。
【００１９】
　資料データベース１３には、電子カルテや患者の画像データ、読影レポートデータ、Ｃ
Ｔ画像やＭＲＩ画像、超音波画像等の各画像データ、血液や尿等の体液の検査結果の情報
や心電計により計測された患者の心電図情報等の医療に関する資料群から患者の診療名及
び患者の治療の進行状態に関連する医用カンファレンスに必要な複数の資料等の各種の資
料データが記憶されている。この資料データベース１３には、大きく分けて少なくとも診
療名、診療名毎の治療の進行状態、治療の進行状態別に選定された医用検査システムに関
する第１の情報と、資料をカンファレンス表示端末２におけるディスプレイ９に表示する
ときの表示位置を示す第２の情報とが保存されている。
【００２０】
　資料データベース１３には、具体的に例えば図３に示すような表示システム選定テーブ
ル１８と、図４に示すようなシステム詳細情報テーブル１９と、図５に示すような配置テ
ンプレートテーブル２０と、図６に示すような利用実績テーブル２１とが形成されている
。　
　このうち表示システム選定テーブル１８には、図３に示すように例えば確定診療名の欄
１８ａと、ステージの欄１８ｂと、選定システムの欄１８ｃと、診療名関連情報の欄１８
ｄとが形成されている。　
　このうち確定診療名欄１８ａには、患者に対して確定した診療名、例えば陳急性肺結核
「１」「２」、肺炎「１」等が保存されている。この確定診療名は、例えば患者の入院時
に確定された診療名である。　
　ステージ欄１８ｂには、カンファレンスのステージとしての患者の治療の進行状態を表
す指標が保存されている。この治療の進行状態としては、例えばスクリーニング、入院時
、手術直前、手術直後、経過観察時、退院時からなる。このカンファレンスのステージは
、確定診療名毎に保存される。例えば陳急性肺結核「１」には、ステージとして入院時、
手術直前、手術直後が保存されている。
【００２１】
　選定システム欄１８ｃには、各ステージで選定した各医用検査システムが保存されてい
る。例えば、陳急性肺結核「１」の入院時には、例えば胸部ＣＴ１、胸部ＣＲ１、採血１
等が保存され、陳急性肺結核「１」の手術前には、例えば胸部ＣＴ２、胸部ＣＴ２、採血
２、病理検査１等が保存されている。　
　診療名関連情報欄１８ｄには、各確定診療名毎に関連情報として例えば患者の状態の進
行度や年齢、性別、治療履歴、病歴、嗜好歴、国籍、人種等の情報が保存されている。
【００２２】
　システム詳細情報テーブル１９は、図４に示すように例えば選定システムの欄１９ａと
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、システムの欄１９ｂと、システム情報の欄１９ｃと、検索条件の欄１９ｄとなどから成
る。このうち選定システム欄１９ａには、複数の医用検査システムとして例えば胸部ＣＴ
１、胸部ＣＴ２、頭部ＣＴ１、頭部ＣＴ２、胸部ＭＲ１などの情報が保存されている。又
、検索条件欄１９ｄには、患者のＩＤ、検査名、検査日、回数などの情報が保存されてい
る。
【００２３】
　配置テンプレートテーブル２０は、図５に示すように確定診療名の欄２０ａと、ステー
ジの欄２０ｂと、利用者の欄２０ｃと、複数の表示位置、例えば第１～第５の表示位置の
欄２０ｄ～２０ｈとが形成されている。このうちステージ欄２０ｂと、利用者欄２０ｃと
、第１～第５の表示位置欄２０ｄ～２０ｈとは、それぞれ各確定診療名欄２０ａの各診療
名毎に保存される。　
　ステージ欄２０ｂには、例えばカンファレンスのステージとして入院時、手術直前、手
術直後等が保存される。　
　利用者欄２０ｃには、本カンファレンス資料自動選定装置を利用した者、例えば医師等
のＩＤが保存される。
【００２４】
　第１～第５の表示位置欄２０ｄ～２０ｈには、それぞれ利用者欄２０ｃに保存されてい
る利用者、例えば医師等によってカンファレンス表示端末２のディスプレイ９に表示して
カンファレンス等に利用した例えば電子カルテや患者の画像データ、読影レポートデータ
、ＣＴ画像やＭＲＩ画像、超音波画像等の各画像データ、血液や尿等の体液の検査結果の
情報や心電計により計測された患者の心電図情報等のデータ名が保存されている。　
　ここで、第１～第５の表示位置欄２０ｄ～２０ｈには、それぞれディスプレイ９の表示
画面上に表示する各表示位置、例えば図７に示すような各表示位置「１」～「６」に対応
する。例えばディスプレイ９の表示画面は、例えば４分割され、このうち左上側、左下側
、右上側、右下側の各表示領域の順にメインの各表示位置「１」～「４」に設定され、か
つ右側にサブ領域として例えば各表示位置「５」「６」等に設定する。
【００２５】
　しかるに、陳急性肺結核である患者の入院時に対応する第１の表示位置欄２０ｄに例え
ば胸部ＣＴ画像（最新）のデータ名が保存されていると、当該胸部ＣＴ画像（最新）は、
カンファレンス時にディスプレイ９の表示画面上における表示位置「１」に表示されたこ
とを表す。同様に、陳急性肺結核である患者の入院時に対応する第２の表示位置欄２０ｅ
に例えば胸部ＣＴ画像（前回）のデータ名が保存されていると、当該胸部ＣＴ画像（前回
）は、カンファレンス時にディスプレイ９の表示画面上における表示位置「２」に表示さ
れたことを表す。　
　なお、ディスプレイ９の表示画面上に表示する各表示位置は、任意に変更設定可能であ
る。例えば、ディスプレイ９の表示画面は、例えば４分割に限らず、２分割、６分割等に
任意に設定可能である。サブ領域の各表示位置「５」「６」等は、ディスプレイ９の表示
画面上における表示位置を任意に変更可能であり、例えばディスプレイ９の表示画面上の
右側に限らず、左側、上側、下側等に変更可能である。又、サブ領域の各表示位置「５」
「６」等は、その表示数を任意に変更可能である。
【００２６】
　利用実績テーブル２１は、カンファレンスで利用した患者の画像等の履歴情報を保存す
るもので、図６に示すように確定診療名の欄２１ａと、ステージの欄２１ｂと、利用者の
欄２１ｃと、表示位置の欄２１ｄと、システムの欄２１ｅと、検査した部位の欄２１ｆと
、検査日の欄２１ｇと、元システム起動情報の欄２１ｈとが形成されている。　
　確定診療名欄２１ａには、患者に対して確定した診療名、例えば陳急性肺結核等が保存
される。ステージ欄２１ｂには、例えばカンファレンスのステージとして入院時、手術直
前、手術直後等が保存される。利用者欄２０ｃには、本カンファレンス資料自動選定装置
を利用した者、例えば医師等のＩＤが保存される。表示位置欄２１ｄには、患者の画像等
を表示したディスプレイ９の表示画面上の位置、例えば表示位置「１」のデータが保存さ
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れる。
【００２７】
　部位欄２１ｆには、ディスプレイ９の表示画面上の位置、例えば表示位置「１」に表示
した患者の画像等の部位、例えば胸部が保存される。　
　検査日欄２１ｇには、患者の検査日のデータが保存される。　
　元システム起動情報欄２１ｈには、元システムの起動の状態等を示す情報が例えば「○
」等により保存される。
【００２８】
　資料選定部１５は、例えばＸ線ＣＴ装置やＭＲＩ装置、消化器系診断用や循環器系診断
用等の医用Ｘ線装置、超音波診断装置などの各医用検査システムにより取得された医療に
関する資料群、例えば資料データベース１３に形成されている例えば図３に示す表示シス
テム選定テーブル１８、図４に示すシステム詳細情報テーブル１９及び図５に示す配置テ
ンプレートテーブル２０等に保存されている資料データ、例えば電子カルテや患者の画像
データ、読影レポートデータ、ＣＴ画像やＭＲＩ画像、超音波画像等の各画像データ、血
液や尿等の体液の検査結果の情報や心電計により計測された患者の心電図情報等の医療に
関する資料群を検索し、この資料群から患者の診療名及び患者の治療の進行状態、例えば
スクリーニング、入院時、手術直前、手術直後、経過観察時、又は退院時に関連する医用
カンファレンスに必要な資料を選定する。
【００２９】
　又、資料選定部１５は、図６に示す利用実績テーブル２１に保存されているカンファレ
ンスで利用した患者の画像等の履歴情報を参照し、この参照結果に基づいて例えば資料デ
ータベース１３に形成されている例えば図３に示す表示システム選定テーブル１８、図４
に示すシステム詳細情報テーブル１９及び図５に示す配置テンプレートテーブル２０等に
保存されている資料群データから患者の診療名及び患者の治療の進行状態、例えばスクリ
ーニング、入院時、手術直前、手術直後、経過観察時、又は退院時に関連する医用カンフ
ァレンスに必要な資料を選定する。
【００３０】
　なお、資料選定部１５は、資料データベース１３に形成されている例えば図３に示す表
示システム選定テーブル１８、図４に示すシステム詳細情報テーブル１９及び図５に示す
配置テンプレートテーブル２０等に保存されている複数の資料データのうち例えば利用さ
れていない資料データや利用頻度の少ない資料データ、リストに存在しないデータを削除
可能である。
【００３１】
　資料組合せ部１６は、資料選定部１５により選定された複数の資料データのうちディス
プレイ９に表示する資料データとその表示位置、例えば図７に示す各表示位置「１」～「
４」等とを決定し、この決定された資料データをディスプレイ９の表示画面上における各
表示位置「１」～「４」等に表示する。
【００３２】
　又、資料組合せ部は、資料選定部１５により選定された複数の資料データのうち図６に
示す利用実績テーブル２１に保存されているカンファレンスで利用した患者の画像等の履
歴情報を参照し、この履歴情報に基づいて患者の診療名及び患者の治療の進行状態、例え
ばスクリーニング、入院時、手術直前、手術直後、経過観察時、又は退院時に関連する医
用カンファレンスに必要な資料を選定し、この選定された複数の資料データとその表示位
置、例えば図７に示す各表示位置「１」～「４」等とを決定し、この決定された資料デー
タや画像データ等をディスプレイ９の表示画面上における各表示位置「１」～「４」等に
表示する。
【００３３】
　履歴保存部１７は、治療を進める推奨順序や医用カンファレンスの実施時に資料群デー
タから取捨選択された資料データに対する医用カンファレンスの実施の履歴情報を図６に
示す利用実績テーブル２１に保存する。すなわち、履歴保存部１７は、医用カンファレン
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スの実施の履歴情報、例えば診療名、治療の進行状態、医用カンファレンスの実施日、医
用検査システム、検査の種類、検査の部位、検査の日、資料の元情報の参照の有無、元情
報の参照時間等をそれぞれ確定診療名欄２１ａと、ステージ欄２１ｂと、利用者欄２１ｃ
と、表示位置欄２１ｄと、システム欄２１ｅと、検査した部位欄２１ｆと、検査日欄２１
ｇと、元システム起動情報欄２１ｈとなどに保存する。
【００３４】
　一方、カンファレンス表示端末２は、ＣＰＵ等から成る主制御部２２を有する。この主
制御部２２には、ディスプレイ９と、操作部２３と、送受信部２４とが接続されている。
ディスプレイ９は、カンファレンス情報管理装置１により選定された医用カンファレンス
に必要な複数の資料データを表示する。　
　操作部２３は、例えばキーボードやマウスから成る。この操作部２３は、例えばカンフ
ァレンス対象の患者の担当医師等の操作を受けるもので、サーバ群４に保存されている資
料群から医用カンファレンスに必要な複数の資料を選定させるための操作端末となる。
【００３５】
　カンファレンス情報管理装置１における送受信部１４とカンファレンス表示端末２にお
ける送受信部２４とは、互いにデータの送受信を行う。
【００３６】
　次に、上記の如く構成された装置によるカンファレンス資料自動選定動作について説明
する。　
　例えば利用者である医師等は、カンファレンスに必要な資料を選定するためにカンファ
レンス情報管理装置１における操作部１２又はカンファレンス表示端末２における操作部
２３を操作する。このとき、利用者である医師等は、例えば患者の診療名、又はカンファ
レンスのステージ、例えばスクリーニング、入院時、手術直前、手術直後、経過観察時、
退院時等を入力する。
【００３７】
　例えば患者の診療名又はカンファレンスのステージのうちいずれか一方又は両方が入力
されると、資料選定部１５は、例えば資料データベース１３に形成されている例えば図３
に示す表示システム選定テーブル１８、図４に示すシステム詳細情報テーブル１９及び図
５に示す配置テンプレートテーブル２０等に保存されている資料データ検索し、この資料
群から患者の診療名及び患者の治療の進行状態、例えばスクリーニング、入院時、手術直
前、手術直後、経過観察時、又は退院時に関連する医用カンファレンスに必要な資料を選
定する。すなわち、資料選定部１５は、資料データベース１３に保存されている資料デー
タ、例えば電子カルテや患者の画像データ、読影レポートデータ、ＣＴ画像やＭＲＩ画像
、超音波画像等の各画像データ、血液や尿等の体液の検査結果の情報や心電計により計測
された患者の心電図情報等の医療に関する資料群を検索し、例えばスクリーニング、入院
時、手術直前、手術直後、経過観察時、又は退院時に関連する医用カンファレンスに必要
な資料を選定する。
【００３８】
　具体的に患者の診療名として陳急性肺結核「１」が入力されると共に、カンファレンス
のステージとして入院時が入力されると、資料選定部１５は、陳急性肺結核「１」と入院
時とを検索のキーとして例えば図３に示す表示システム選定テーブル１８から陳急性肺結
核「１」、入院時に対応する選定システムとして例えば胸部ＣＴ１と、胸部ＣＲ１と、採
血１とを検索すると共に、診療名関連情報として例えば患者の状態の進行度や年齢、性別
、治療履歴、病歴、嗜好歴、国籍、人種等の情報を検索する。
【００３９】
　さらに資料選定部１５は、選定システムとして例えば胸部ＣＴ１と、胸部ＣＲ１と、採
血１とを検索したので、このうち胸部ＣＴ１を検索キーとして例えば図４に示すシステム
詳細情報テーブル１９を検索して胸部ＣＴ１に関するシステム情報等を検索し、胸部ＣＲ
１を検索キーとして同システム詳細情報テーブル１９を検索して胸部ＣＲ１に関するシス
テム情報等を検索し、さらに採血１を検索キーとして同システム詳細情報テーブル１９を
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検索して採血に関する例えば血液情報１等を検索する。
【００４０】
　又、資料選定部１５は、陳急性肺結核「１」と入院時とを検索のキーとして例えば図５
に示す配置テンプレートテーブル２０を検索し、利用者として例えば医師等のＩＤと、カ
ンファレンス時にディスプレイ９の表示画面上における表示位置「１」に胸部ＣＴ画像（
最新）を表示すること、表示位置「２」に胸部ＣＴ画像（前回）を表示すること、表示位
置「３」に胸部ＣＲを表示することなどを検索する。
【００４１】
　次に、資料組合せ部１６は、資料選定部１５により選定された複数の資料データ、例え
ば胸部ＣＴ１と、胸部ＣＲ１と、採血１となど受け取り、かつ陳急性肺結核「１」と入院
時とを検索のキーとして検索されたディスプレイ９の表示画面上における表示位置、すな
わち表示位置「１」に胸部ＣＴ画像（最新）を表示すること、表示位置「２」に胸部ＣＴ
画像（前回）を表示すること、表示位置「３」に胸部ＣＲを表示すること等を参照して資
料選定部１５により選定された胸部ＣＴ１と、胸部ＣＲ１と、採血１となどの表示位置を
決定する。　
　なお、胸部ＣＴ１と、胸部ＣＲ１と、採血１となどの表示位置の決定は、例えば図５に
示す配置テンプレートテーブル２０を参照するが、当該配置テンプレートテーブル２０に
保存されている各表示位置「１」「２」等に限ることはなく、任意に変更可能である。
【００４２】
　次に、資料組合せ部１６は、資料選定部１５により選定された複数の資料データ、例え
ば胸部ＣＴ１と、胸部ＣＲ１と、採血１とに基づいて例えば胸部ＣＴ１に関する胸部ＣＴ
画像データを読み出すためにＬＡＮ３を介して検査画像サーバ７にアクセスし、この検査
画像サーバ７から胸部ＣＴ画像データを読み取る。なお、この胸部ＣＴ画像データは、カ
ンファレンス表示用としてディスプレイ９の表示画面上に表示するためのサイズ等の表示
形態に変換されている。同様に、資料組合せ部１６は、資料選定部１５により選定された
胸部ＣＲ１に関する胸部ＣＲ画像データを読み出すためにＬＡＮ３を介して検査画像サー
バ７にアクセスし、この検査画像サーバ７から胸部ＣＲ画像データを読み取る。又、資料
組合せ部１６は、資料選定部１５により選定された採血１に関する採血データを読み出す
ためにＬＡＮ３を介して情報サーバ８にアクセスし、この情報サーバ８から採血データを
読み取る。
【００４３】
　次に、資料組合せ部１６は、検査画像サーバ７から読み取った胸部ＣＴ１に関する胸部
ＣＴ画像データと、同検査画像サーバ７から読み取った胸部ＣＲ１に関する胸部ＣＲ画像
データと、情報サーバ８から読み取った採血１に関する採血データとを送受信部１４を通
してカンファレンス表示端末２に送信すると共に、胸部ＣＴ画像データと、胸部ＣＲ画像
データと、採血データとをディスプレイ９の表示画面上に表示する各表示位置「１」～「
４」等の位置情報をカンファレンス表示端末２に送信する。
【００４４】
　このカンファレンス表示端末２は、資料組合せ部１６から送信された胸部ＣＴ画像デー
タと、胸部ＣＲ画像データと、採血データとをそれぞれその各表示位置「１」～「４」等
の位置情報に従ってカンファレンス表示端末２のディスプレイ９の表示画面上に表示する
。図８はディスプレイ９の表示画面上に表示された胸部ＣＴ画像データ、胸部ＣＲ画像デ
ータ、採血データなどの表示例を示す。このディスプレイ９の表示画面上には、表示位置
「１」に胸部ＣＴ画像データが表示され、表示位置「２」に胸部ＣＲ画像データが表示さ
れ、表示位置「３」に採血データが表示されている。
【００４５】
　又、ディスプレイ９の表示画面上の各表示位置「４」「５」「６」等には、他のデータ
を表示することが可能である。実際には、例えば陳急性肺結核「１」と入院時とを検索の
キーとして入力すると、例えばＸ線ＣＴ装置やＭＲＩ装置、消化器系診断用や循環器系診
断用等の医用Ｘ線装置、超音波診断装置などの各医用検査システムにより取得された多数
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の画像データが検索される。従って、これら画像データをディスプレイ９の表示画面上の
各表示位置「４」「５」「６」等に表示することになる。
【００４６】
　利用者として例えば医師等がカンファレンス表示端末２の操作部２３を操作することに
より、ディスプレイ９の表示画面上の各表示位置「１」～「４」に表示する各画像データ
の位置を変更可能である。これにより、例えばディスプレイ９の表示画面上の表示位置「
１」に胸部ＣＲ画像データを表示し、表示位置「２」に採血データを表示し、表示位置「
３」に胸部ＣＲ画像データを表示することが可能である。
【００４７】
　又、上記の如く患者の診療名として陳急性肺結核「１」が入力されると共に、カンファ
レンスのステージとして入院時が入力されると、資料選定部１５は、陳急性肺結核「１」
と入院時とを検索のキーとして例えば図３に示す表示システム選定テーブル１８から陳急
性肺結核「１」、入院時に対応する選定システムとして例えば胸部ＣＴ１と、胸部ＣＲ１
と、採血１とを検索すると共に、診療名関連情報として例えば患者の状態の進行度や年齢
、性別、治療履歴、病歴、嗜好歴、国籍、人種等の情報を検索する。　
　これと共に、資料選定部１５は、陳急性肺結核「１」と入院時とを検索のキーとして例
えば図３に示す表示システム選定テーブル１８から陳急性肺結核「２」、入院時に対応す
る選定システムとして例えば胸部ＣＴ２と、胸部ＣＲ２と、採血２と、病理検査とを検索
すると共に、診療名関連情報として例えば患者の状態の進行度や年齢、性別、治療履歴、
病歴、嗜好歴、国籍、人種等の情報を検索することも可能である。すなわち、資料選定部
１５は、陳急性肺結核「１」と入院時とを検索のキーとして例えば図３に示す表示システ
ム選定テーブル１８から陳急性肺結核「２」、入院時に対応する全ての選定システム、診
療名関連情報を検索することが可能である。
【００４８】
　一方、履歴保存部１７は、治療を進める推奨順序や医用カンファレンスの実施時に資料
群データから取捨選択された資料データに対する医用カンファレンスの実施の履歴情報を
図６に示す利用実績テーブル２１に保存する。例えば、上記の如くカンファレンス表示端
末２におけるディスプレイ９の表示画面上には、資料組合せ部１６によって陳急性肺結核
「１」と入院時とを検索のキーとして表示位置「１」に胸部ＣＴ画像データを表示し、表
示位置「２」に胸部ＣＲ画像データを表示し、表示位置「３」に採血データを表示した。
　
　このとき履歴保存部１７は、資料組合せ部１６によって陳急性肺結核「１」と入院時と
を検索のキーとして表示位置「１」に胸部ＣＴ画像データを表示し、表示位置「２」に胸
部ＣＲ画像データを表示し、表示位置「３」に採血データを表示したことを図６に示す利
用実績テーブル２１に保存する。
【００４９】
　又、上記の如く利用者として例えば医師等がカンファレンス表示端末２の操作部２３を
操作し、ディスプレイ９の表示画面上の表示位置「１」に胸部ＣＲ画像データを表示し、
表示位置「２」に採血データを表示し、表示位置「３」に胸部ＣＲ画像データを表示する
ことに変更すると、履歴保存部１７は、当該変更された情報、すなわち陳急性肺結核「１
」と入院時とを検索のキーとして表示位置「１」に胸部ＣＲ画像データを表示し、表示位
置「２」に採血データを表示し、表示位置「３」に胸部ＣＲ画像データを表示したことを
図６に示す利用実績テーブル２１に保存する。これにより、履歴保存部１７は、ディスプ
レイ９の表示画面上の表示した画像データ等の履歴が保存される。
【００５０】
　このように上記一実施の形態によれば、例えばＸ線ＣＴ装置やＭＲＩ装置などの各医用
検査システムにより取得された医療に関する資料群を保存する資料データベース１３から
資料選定部１５によって患者の診療名及び患者の治療の進行状態、例えばスクリーニング
、入院時、手術直前、手術直後、経過観察時、又は退院時に関連する医用カンファレンス
に必要な資料を選定し、この選定された資料データを資料組合せ部１６によってディスプ
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レイ９に表示する各表示位置「１」～「４」等を決定し、この決定された各表示位置「１
」～「４」等に資料データを表示する。
【００５１】
　これにより、医用カンファレンスを実施する前に、円滑な議論を進行するため必要な資
料を過不足なく収集できる。すなわち、患者に対する診断や治療方針の策定は、予め収集
された医療情報に基づいて複数の医師による医用カンファレンスによって行われる。この
医用カンファレンスに先立て、カンファレンス対象の患者の担当医師は、患者に対して作
成された患者カルテ、診断レポート、医用画像データが撮影されたフィルム、生理検査デ
ータ、更には検体検査データなどの医療情報を各専門部門から収集し、これら収集した医
療情報に基づいてカンファレンス用の資料を作成しなければならない。
【００５２】
　このとき、本装置を利用すれば、例えば患者の診療名として陳急性肺結核「１」やカン
ファレンスのステージとして入院時等を入力するだけで、これら陳急性肺結核「１」や入
院時に関わる全ての医療情報、例えば各胸部ＣＴの画像データや採血情報等の医療情報を
過不足なく自動的に収集できる。なお、上記一実施の形態では、例えば患者の診療名とし
て陳急性肺結核「１」やカンファレンスのステージとして入院時で説明しているが、これ
以外の患者の診療名やカンファレンスのステージをキーとして入力すれば、これら診療名
やカンファレンスのステージに関わる例えば電子カルテや読影レポート、Ｘ線ＣＴ装置や
ＭＲＩ装置等の医用検査システムにより取得された画像データ、血液の検査結果や心電図
等の情報の全てを収集できる。
【００５３】
　従って、カンファレンス対象の患者の担当医師は、収集した全ての医療情報を持ってカ
ンファレンスに望んでもよいし、収集した医療情報が必要とする医療情報を選別してカン
ファレンスに望んでもよい。これにより、カンファレンス対象の患者の担当医師は、カン
ファレンスに必要な医療情報の収集に要する時間を短縮できる。　
　又、医用カンファレンスに必要な医療情報が収集できない事態や医師としての経験が少
なくて医用カンファレンスに必要な医療情報を収集し忘れる事態をなくすことができる。
これにより、医用カンファレンスの実施時に目的とする患者に対する診断や治療方針の結
論が出ないような事態を招くことがなくなり、当該医用カンファレンスで患者に対する診
断や治療方針の結論を出せることができる。さらに、医用カンファレンス実施中に、同席
の医師から準備されていない別の資料を参照したいとの提示を受けた場合でも、直ぐに当
該別の資料を出して参照することができる。
【００５４】
　又、資料選定部１５は、図６に示す利用実績テーブル２１に保存されているカンファレ
ンスで利用した患者の画像等の履歴情報を参照するので、当該履歴情報に基づいて患者の
容態に最も近い資料データ、例えばＸ線ＣＴ装置やＭＲＩ装置などの各画像データや電子
カルテや読影レポート、Ｘ線ＣＴ装置やＭＲＩ装置等の医用検査システムにより取得され
た画像データ、血液の検査結果や心電図等の情報の全てを収集できる。
【００５５】
　なお、本発明は上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要
旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開示され
ている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成できる。例えば、実
施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。さらに、異なる実
施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００５６】
【図１】本発明に係るカンファレンス資料自動選定装置の一実施の形態を示す構成図。
【図２】同装置におけるカンファレンス情報管理装置及びカンファレンス表示端末の具体
的な構成図。
【図３】同装置における資料データベースに形成さけている表示システム選定テーブルの
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摸式図。
【図４】同装置における資料データベースに形成されているシステム詳細情報テーブルの
摸式図。
【図５】同装置における資料データベースに形成されている配置テンプレートテーブルの
摸式図。
【図６】同装置における資料データベースに形成されている利用実績テーブルの摸式図。
【図７】同装置におけるディスプレイの表示画面上に表示する各表示位置を示す図。
【図８】同装置におけるディスプレイの表示画面上の各表示位置に表示された各画像デー
タの表示例を示す図。
【符号の説明】
【００５７】
　１：カンファレンス情報管理装置、２：カンファレンス表示端末、３：ローカルエリア
ネットワーク（ＬＡＮ）、４：サーバ群、５：電子カルテサーバ、６：読影レポートサー
バ、７：検査画像サーバ、８：情報サーバ、９：ディスプレイ、１０：主制御部、１１：
プログラムメモリ、１２：操作部、１３：資料データベース、１４：送受信部、１５：資
料選定部、１６：資料組合せ部、１７：履歴保存部、１８：表示システム選定テーブル、
１９：システム詳細情報テーブル、２０：配置テンプレートテーブル、２１：利用実績テ
ーブル、２２：主制御部、２３；操作部、２４：送受信部。

【図１】

【図２】

【図３】
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